
〔
一
審
判
決
〕

平
成
一
七
年
二
月
二
日

大
阪
地
方
裁
判
所

請
求
棄
却

(確
定
)

陳
じ
め
幅

道
路
上
に
設
置
物
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
に
、
行
政
代

執
行
が
認
め
ら
れ
る
要
件
と
し
て
は
、
法
律
に
よ
り
直
接

に
命
じ
ら
れ
、
又
は
法
律
に
基
づ
き
行
政
庁
に
よ
り
命
じ

ら
れ
た
行
為
に
つ
い
て
義
務
者
が
こ
れ
を
履
行
し
な
い
場

合
、
他
の
手
段
に
よ
っ
て
そ
の
履
行
を
確
保
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
不
履
行
を
放
置
す
る
こ
と
が
著

し
く
公
益
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
o今

回
の
事
例
紹
介
で
は
、
道
路
管
理
者
が
占
有
者
に
対

し
て
行
っ
た
代
執
行
に
つ
い
て
訴
え
を
提
起
さ
れ
た
事
例

を
紹
介
す
る
。

E

原
告
の
請
求

被
告
は
、
原
告
に
対
し
、
別
図
物
件
目
録
記
載
の
土
地

を
明
け
渡
せ
。

三

当
事
者
の
主
張

1

請
求
原
因

(原
告
の
主
張
)

の

原
告
の
占
有

ア

本
件
土
地
の
来
歴
等

別
図
物
件
目
録
記
載
の
土
地
部
分

(以
下
｢本
件
土

地
｣
と
い
う
。)
は
、
以
前
は

｢大
阪
市
中
区
乙
丁
目
一

番
二
、
宅
地
一
一
七
･
六
五
話
｣
(以
下
旧
乙
丁
目
一
番

二
の
土
地
｣
と
い
う
。)
に
含
ま
れ
る
土
地
の
一
部
な
い

し
は
そ
れ
に
隣
接
す
る

(東
側
に
隣
接
す
る
)
土
地
で

あ
っ
た
が
、
旧
乙
丁
目
一
番
二
の
土
地
は
、
被
告
に
よ

る
大
阪
都
市
計
画
道
路
北
野
都
島
線
の
道
路
拡
幅
事
業

の
た
め
、
平
成
一
〇
年
一
一
月
二
四
日
の
裁
決
手
続
開

始
決
定
を
原
因
と
し
て
起
業
者
で
あ
る
被
告
に
よ
っ
て

分
筆
さ
れ
、
北
側
部
分

(拡
幅
部
分
に
該
当
す
る
部
分
)

が
大
阪
市
甲
区
乙
丁
目
一
番
八
宅
地
五
二
･
一
人
話
と
、

南
側

(残
地
)
部
分
が
大
阪
市
甲
区
乙
丁
目
一
番
二
宅

地
六
五
･
四
六
話
と
な
っ
た
。

イ

本
件
土
地
の
占
有
状
況
、
相
続
な
ど

本
件
土
地
は
、
原
告
の
母
で
あ
る
A
の
所
有
す
る

建
物

(以
下

｢本
件
建
物
｣
と
い
う
。)
の
敷
地
の
一

部
と
し
て
、
A
が
本
件
建
物
の
前
々
所
有
者

(B
。

A
の
夫
で
あ
る
C
の
父
で
、
原
告
の
祖
父
で
あ
る
。)、

前
所
有
者

(C
。
原
告
の
父
で
あ
る
。)
の
時
代
か
ら

そ
の
占
有
を
引
き
継
い
で
従
前
か
ら
長
年
使
用
、
占

有
す
る
土
地
で
あ
り
、
平
成

一
三
年

三
一月
二
七
日

ま
で
は
本
件
建
物
が
存
在
し
て
い
た
た
め
、
本
件
建

物
の
敷
地
、
底
地
と
し
て
、
所
有
の
意
思
を
持
っ
て

/リ マ酒物千ヤ うハハワバ
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平
穏
公
然
と
占
有
し
て
い
た
土
地
で
あ
る
。

紛
争
が
継
続
し
て
い
る
。
D
は
、
現
在
、
旧
乙
丁

い
、
精
神
上
で
も
障
害
を
残
し
、
事
理
を
弁
識
す

ウ

本
件
土
地
の
相
続
、
所
有
関
係
、

目

良
一

の
一
也
に

、

も
、

･

寺
}

･
か

く
く
′
兄

ぽ
っ
と
こ

･

K

伐
刈

原
告
の
占
有
代
理
な
ど

ァ

旧
乙
丁
目
一
番
二
の
土
地
は
、
元
は
B
の
所
有

で
あ
っ
た
が
、
B
は
昭
和
五
七
年
五
月
一
五
日
に

死
亡
し
、
相
続
に
よ
り
C
の
所
有
と
な
り
、
C
が

平
成
三
年
五
月
一
三
日
に
死
亡
し
た
た
め
相
続
、

遺
産
分
割
協
議
に
よ
り
、
結
局
、
A
の
単
独
所
有

と
な
っ
た
。
な
お
、
C
の
相
続
に
つ
い
て
は
、
法

定
相
続
人
は
、
妻
A
、
子

(長
女
)
D
、
子

(二

女
)
E
、
子

(長
男
)
原
告
の
計
四
名
で
あ
り
、

そ
の
四
名
が
分
割
協
議
を
な
し
、
結
局
、
旧
乙
丁

目
一
番
二
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
A
が
単
独
で
取

得
す
る
合
意
が
で
き
た
も
の
で
あ
る
。

ィ

と
こ
ろ
が
、
後
日
、
D
が
、
前
記
遺
産
分
割
協

議
の
成
立
に
つ
い
て
異
議
を
申
し
立
て
、
現
在
も

原告の祖父。本件建物の前前所有者

原告の父。本件建物の前所有者

本件建物所有者母

祖

父

女

女

男

の

の

の

長

二

長

皆

生
n

告

の

の

の

原

原

小

C

C

C

A

B

C

D

E

端

目
一
番
二
の
土
地
に
つ
い
て
も
、
共
有
持
分
六
分

の
一
を
主
張
し
て
い
る
。
ほ
か
の
相
続
人
は
、
A

の
単
独
所
有
に
つ
い
て
異
議
は
な
い
の
で
、結
局
、

D
の
主
張
を
容
認
し
て
も
、
A
が
六
分
の
五
の
共

有
持
分
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ゥ

仮
に
、
C
の
遺
産
分
割
協
議
が
未
成
立
と
解
し

て
も
、
そ
の
場
合
は
、
各
相
続
人
が
法
定
相
続
分

に
応
じ
た
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
こ
と
と
な
る

た
め
、
旧
乙
丁
目

一
番
二
の
土
地
に
つ
い
て
も
、

A
が
二
分
の
一
、
そ
の
余
の
相
続
人

(原
告
も
含

む
。)
が
各
六
分
の
一
ず
つ
の
共
有
持
分
を
有
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

工

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
C
死
亡
後
の
本
件
土
地

の
所
有

･
占
有
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
記
ァ
に
よ

れ
ば
、
A
が
単
独
所
有
、
占
有
を
し
て
い
る
こ
と

と
な
り
、
前
記
イ
に
よ
れ
ば
、
A
が
六
分
の
五
、

D
が
六
分
の
一
の
共
有
持
分
で
、
さ
ら
に
は
前
記

ウ
に
よ
れ
ば
、
A
が
二
分
の
一
、
原
告
が
六
分
の

一
、
D
と
E
が
や
は
り
六
分
の
一
ず
つ
の
共
有
持

分
で
、
そ
れ
ぞ
れ
所
有
、
占
有
を
し
て
い
る
こ
と

と
な
る
。

オ

原
告
の
占
有
代
理

(A
の
単
独
占
有
あ
る
い
は

六
分
の
五
の
占
有
の
場
合
)

A
は
、
平
成
三
一年
一
月
一
日
、
地
下
鉄
の
駅

ホ
ー
ム
か
ら
転
落
す
る
事
故
に
よ
っ
て
重
傷
を
負

る
能
力
を
欠
く
常
況
と
な
っ
た
た
め
、
家
庭
裁
判

所
の
審
判
を
経
て
、
大
阪
弁
護
士
会
所
属
弁
護
士

で
あ
る
弁
護
士
が
A
の
成
年
後
見
人
に
就
任
し
、

本
件
土
地
に
つ
い
て
も
、
A
の
長
男
で
あ
る
原
告

が
、
事
実
上
、
A
、
弁
護
士
の
代
理
、
代
行
者
と

し
て
、
本
件
上
地
の
管
理
、
保
全
の
任
に
当
た
っ

て
い
た

(占
有
代
理
、
代
行
)。

エ

原
告
と
被
告
と
の
係
争

被
告
の
道
路
拡
幅
計
画
事
業
の
た
め
、
前
記
乙
丁
目

一
番
八
の
土
地
の
部
分
は
、
結
局
、
収
用
さ
れ
た
が
、

そ
の
土
地
上
に
存
在
し
た
本
件
建
物
も
収
用
さ
れ
、
収

去
す
る
こ
と
と
な
り
、
平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日
、

取
壊
し
完
了
で
解
体
収
去
さ
れ
た
。

本
件
土
地
に
つ
い
て
は
、
被
告
は
、
本
来
道
路
、
水

路
部
分
で
あ
っ
て
、
原
告
ら
が
従
前
か
ら
｢不
法
占
拠
｣

し
て
い
る
と
主
張
し
、
逆
に
、
原
告
ら
は
、
本
件
土
地

は
も
と
も
と
自
己
所
有
地
で
旧
乙
丁
目
一
番
二
の
土
地

の
一
部
で
あ
る
、
も
し
く
は
、
従
前
か
ら
長
年
前
記
自

己
所
有
地
の
一
部
と
認
識
し
て
、
所
有
の
意
思
を
持
っ

て
平
穏
公
然
と
そ
の
占
有
を
継
続
し
て
き
た

(本
件
建

物
自
体
の
敷
地
で
、
建
物
自
体
が
そ
の
上
に
存
在
す
る

｢底
地
部
分
｣
で
あ
り
、
そ
の
底
地
と
し
て
占
有
し
て

き
た
。)
土
地
で
あ
る
し
、
不
法
占
拠
で
は
な
い
旨
主

張
し
て
、
互
い
に
主
張
が
異
な
る

｢係
争
地
｣
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
占
有
は
、
原
告
ら
に
あ
る
こ
と
は



明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
前
記
大
阪
市
の
主
張
に
よ
り

(そ
れ
ゆ
え
)、

本
件
土
地
部
分
は
、
被
告
の
用
地
買
収
や
収
用
の
対
象

部
分
と
は
な
ら
ず
、
収
用
外
物
件
と
し
て
、
そ
の
ま
ま

｢係
争
地
｣
と
し
て
残
っ
た
形
と
な
っ
て
い
た
た
め
、

原
告
ら
と
し
て
は
、
本
来
な
ら
ば
、
本
件
建
物
を
解
体

収
去
す
る
際
に
、
本
件
建
物
全
体
を
解
体
収
去
せ
ず
、

係
争
地
の
上
に
存
在
す
る
建
物
部
分
は
そ
の
ま
ま
切
り

離
し
て
本
件
土
地
上
に
残
置
す
る
こ
と
も
あ
り
得
た

が
、
そ
の
よ
う
な
切
り
離
し
た
幅
の
狭
い
建
物

(切
断

残
置
部
分
)
だ
け
を
残
し
て
存
続
さ
せ
る
の
は
技
術
的

に
も
問
題
が
多
い
し
、
安
全
上
の
問
題
も
あ
る
の
で
、

結
局
、
本
件
土
地
部
分
の
上
に
存
す
る
建
物
部
分
も
残

さ
ず
、
建
物
全
体
を
合
わ
せ
て
一
緒
に
撤
去
、
収
去
、

解
体
し
た
の
で
あ
る
。

オ

占
有
保
全
の
措
置

係
争
土
地
部
分
た
る
本
件
土
地
は
、
あ
く
ま
で
原
告

ら
の
長
年
占
有
し
て
き
た
土
地
で
あ
り
、
所
有
権
の
争

い
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で

(係
争
地
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
)
、
A
は
、
そ
の
費
用
を
持
っ

て
、
そ
の
部
分

(本
件
土
地
)
の
周
囲
、
具
体
的
に
は
、

｢東
側
の
現
況
道
路
部
分
と
の
境
界
線
の
内
側
｣
に
ブ

ロ
ッ
ク
塀
を
設
置
し
、
｢南
側
現
況
道
路
部
分
と
の
境

界
線
内
側
｣
に
は
ス
チ
ー
ル
製
パ
ネ
ル
を
組
み
立
て
て

設
置
し
て
、そ
の
占
有
部
分
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、

そ
の
占
有
を
保
全
、
確
保
す
る
措
置
を
取
っ
た
。

②

被
告
に
よ
る
占
有
侵
奪

被
告
は
、
本
件
建
物
が
解
体
、
撤
去
さ
れ
た
後
、
そ
れ
を

奇
貨
と
し
て
、
｢不
法
占
拠
｣
の
主
張
を
貫
徹
す
る
た
め
、

い
っ
た
ん
本
件
建
物
が
解
体
、
撤
去
さ
れ
た
後
で
設
置
さ
れ

た
前
記
ブ
ロ
ッ
ク
塀
や
パ
ネ
ル
が
、
不
法
占
拠
物
件
で
あ
る

と
い
う
主
張
を
展
開
し
て
、
平
成
一
四
年
三
月
八
日
付
文
書

を
も
っ
て
原
告
に
対
し
、
前
記
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
物
件
除

去
を
な
す
べ
き
戒
告
を
行
い
、
平
成
一
四
年
三
月
一
八
日
に

至
る
も
原
告
が
そ
の
義
務
を
履
行
し
な
い
と
し
て
、
平
成
一

四
年
三
月
二
五
日
付

｢代
執
行
令
室
巳

で
も
っ
て
行
政
代
執

行
を
な
す
旨
通
知
し
、
平
成
一
四
年
三
月
二
八
日
、
そ
の
行

政
代
執
行
を
強
行
実
施
し
て
、
本
件
土
地
上
に
設
置
し
て
い

た
前
記
ブ
ロ
ッ
ク
塀
や
パ
ネ
ル
を
撤
去
し
て
、
本
件
土
地
の

原
告
ら
の
占
有
を
奪
っ
た
。
(以
下
、
被
告
の
行
っ
た
行
政

代
執
行
を

｢本
件
代
執
行
｣
と
い
う
。)

本
件
建
物
撤
去
後
に
設
置
し
た
前
記
物
件
は
、
被
告
の

本
件
土
地
の
占
有
を
妨
害
す
る
も
の
で
は
な
く
、
以
前
か

ら
の
原
告
ら
の
占
有
は
依
然
と
し
て
継
続
し
て
お
り
、
そ

の
占
有
部
分
を
明
示
、
保
全
、
確
保
す
る
た
め
、
従
来
の

占
有
部
分
上
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
だ
け
の
物
件
で
あ
る

か
ら

(原
告
ら
の
本
件
土
地
に
関
す
る
占
有
の
形
態
が
変

更
さ
れ
た
だ
け
と
見
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
)、
被
告
が
、
そ

の

｢不
法
占
拠
｣
を
解
消
し
た
け
れ
ば
、
妨
害
物
件
撤
去
、

土
地
明
渡
し
の
裁
判
を
提
起
す
る
な
ど
の
通
式
、
適
法
な

法
的
措
置
を
講
じ
て
、
決
着
を
つ
け
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

緊
急
で
、
代
替
措
置
の
な
い
ケ
ー
ス
で
、
厳
し
い
要
件
を

備
え
る
べ
き
行
政
代
執
行
と
い
う
措
置

(本
件
代
執
行
)

で
も
っ
て
原
告
ら
の

｢占
有
｣
を
奪
う
こ
と
は
法
律
の
適

用
上
明
ら
か
に
違
法
、
違
憲
の
存
す
る
許
さ
れ
な
い
手
法

と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
土
地
の
主
た
る
占
有

者
た
る
A

(そ
の
成
年
後
見
人
た
る
弁
護
士
)
に
、
何
ら

｢戒
告
｣
も

｢通
知
｣
も
な
さ
ず
に

｢行
政
代
執
行
｣
を
な

す
こ
と
も
違
法
、
違
憲
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

③

ま
と
め

よ
っ
て
、
原
告
は
、
A
の
占
有
代
理
人
あ
る
い
は
相
続

に
よ
り
取
得
し
た
占
有

(六
分
の
一
)
に
基
づ
き
、
被
告

に
対
し
、
占
有
回
収
の
訴
え
に
よ
る
本
件
土
地
の
明
渡
し

を
求
め
る
。

2

請
求
原
因
に
対
す
る
被
告
の
認
否

印

請
求
原
因
=
に
つ
い
て

ア

ア
の
う
ち
、
本
件
土
地
が
旧
乙
丁
目
一
番
二
の
土

地
に
含
ま
れ
る
土
地
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
認

し
、
そ
の
余
は
認
め
る
。
原
告
は
、
本
件
土
地
が
旧

乙
丁
目
一
番
二
の
土
地
に
含
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
外
側
に
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。

イ

イ
の
う
ち
、
平
成
一
三
年
二
一月
ま
で
本
件
土
地

上
に
建
物
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
、
そ
の
余

は
不
知
な
い
し
争
う
。

ウ

ウ
に
つ
い
て

ア

ア
は
不
知
。
た
だ
し
、
旧
乙
丁
目
一
番
二
の
土

地
に
つ
い
て
、
登
記
簿
上
、
昭
和
五
三
年
九
月
二



四
日
付
け
売
買
を
原
因
と
し
て
B
に
所
有
権
の
名

義
が
移
転
さ
れ
、
次
い
で
昭
和
五
七
年
五
月
一
五

日
付
け
相
続
を
原
因
と
し
て
C
に
所
有
権
の
名
義

が
移
転
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
る
。

“

“
は
不
知
。

“

“
は
不
知
。

ほ

ぼ
は
不
知
。

材

例
の
う
ち
、
A
が
平
成
一
二
年
一
月
一
日
に
地

下
鉄
の
駅
ホ
ー
ム
か
ら
転
落
す
る
事
故
に
よ
っ
て

重
傷
を
負
い
、
弁
護
士
が
A
の
成
年
後
見
人
に
就

任
し
た
こ
と
は
認
め
、
そ
の
余
は
不
知
。

エ

エ
の
う
ち
、乙
丁
目
一
番
八
が
収
用
さ
れ
た
こ
と
、

平
成
一
三
年

一
二
月
に
建
物
が
除
却
さ
れ
た
こ
と
、

被
告
が
原
告
ら
に
お
い
て
本
件
建
物
に
よ
り
本
件
土

地
を
不
法
占
拠
し
て
い
る
と
し
て
そ
の
解
決
を
一
貫

し
て
求
め
て
き
た
こ
と
は
認
め
、
そ
の
余
は
不
知
な

い
し
争
う
o

オ

オ
の
う
ち
、
本
件
土
地
上
に
ブ
ロ
ッ
ク
塀
及
び
ス

チ
ー
ル
製
パ
ネ
ル
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
認
め
、
そ

の
余
は
不
知
な
い
し
争
う
。

②

同
②
に
つ
い
て

同
②
の
う
ち
、
被
告
が
平
成
一
四
年
三
月
八
日
付
文
書

を
も
っ
て
原
告
に
対
し
、
前
記
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
物
件

除
去
を
な
す
べ
き
戒
告
を
行
い
、
平
成
一
四
年
三
月
二
五

日
付

｢代
執
行
令
書
｣
で
も
っ
て
本
件
代
執
行
を
な
す
旨

通
知
し
、
平
成
-
四
年
三
月
二
人
日
、
本
件
代
執
行
を
行

っ
た
こ
と
は
認
め
、
そ
の
余
は
不
知
な
い
し
争
う
。

③

同
国
は
争
う
。

3

被
告
の
主
張

の
本
件
代
執
行
に
至
る
経
過
な
ど

本
件
代
執
行
に
至
る
事
実
経
過
は
、
概
ね
別
表
の
と
お

り
で
あ
る
。

②

行
政
代
執
行
と
占
有
侵
奪

元
来
、
占
有
回
収
の
訴
え

(民
法
二
百
条
)
は
、
他
人

の
私
力
に
よ
っ
て
物
の
占
有
を
奪
わ
れ
た
場
合
に
侵
奪
者

か
ら
そ
の
物
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
を
認
め
た
制
度
で

あ
っ
て
、
私
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
権
限
あ
る
国
家
の

執
行
機
関
の
行
為
又
は
公
権
力
に
基
づ
く
執
行
行
為
に
よ

っ
て
占
有
が
奪
わ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
れ
が
外
観

上
執
行
行
為
と
認
め
る
に
足
り
る
方
式
を
欠
く
等
執
行
行

為
と
し
て
不
成
立
の
も
の
と
認
め
る
べ
き
場
合
又
は
外
観

上
明
白
に
公
権
力
に
よ
る
執
行
行
為
と
認
め
ら
れ
な
い
場

合
で
な
い
限
り
、
た
と
え
そ
の
執
行
行
為
に
つ
き
瑕
疵
が

あ
り
、
無
効
と
認
む
べ
き
場
合
で
あ
っ
て
も
、
占
有
回
収

の
訴
え
に
よ
っ
て
そ
の
物
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

被
告
は
、
上
記
の
と
お
り
、
市
道
九
四
号
線
の
道
路
用

地
の
一
部
で
あ
っ
た
本
件
土
地
上
に
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
が
設

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
知
し
、
当
該
設
置
行
為
が
明
ら

か
に
道
路
法
四
十
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
た
め
、
道
路

管
理
者
と
し
て
同
法
七
十
一
条
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
除

却
命
令
を
原
告
に
対
し
て
行
っ
た
と
こ
ろ
、
除
却
が
行
わ

れ
ず
、
一
方
で
当
該
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
が
上
記
市
道
上
に
突

出
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
道
幅
が
狭
ま
っ
て
お
り
、

道
路
の
視
認
性
が
低
下
し
て
特
に
夜
間
は
極
め
て
危
険
な

状
況
に
な
っ
て
い
て
も
は
や
こ
れ
を
放
置
す
る
こ
と
は
著

し
く
公
益
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
状
態
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
行
政
代
執
行
法
三
条
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
戒

告
を
行
い
、
な
お
履
行
期
限
ま
で
に
除
却
が
行
わ
れ
な
か

っ
た
た
め
、
同
条
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
代
執
行
令
書
を

も
っ
て
原
告
に
対
し
通
知
を
行
っ
た
上
で
、
同
法
二
条
の

規
定
に
基
づ
き
本
件
代
執
行
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
代
執
行
が
外
観
上
執
行
行
為
と
認

め
る
に
足
り
る
方
式
を
欠
く
等
執
行
行
為
と
し
て
不
成
立

の
も
の
と
認
め
る
べ
き
も
の
に
も
、
外
観
上
明
白
に
公
権

力
に
よ
る
執
行
行
為
と
認
め
ら
れ
な
い
も
の
に
も
当
た
ら

な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
占
有
回
収
の
訴
え
に
よ
っ
て

本
件
土
地
の
明
渡
し
を
求
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。

◎

本
件
代
執
行
の
適
法
性

な
お
、
原
告
は
、
本
件
土
地
の
主
た
る
占
有
者
で
あ
る

A
に
何
ら
戒
告
も
通
知
も
な
さ
ず
に
被
告
が
行
政
代
執
行

を
行
っ
た
こ
と
は
違
法
、違
憲
で
あ
る
旨
主
張
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
原
告
は
、
平
成
一
三
年
一
二
月
二
七

日
の
時
点
で
は
、
原
告
自
身
が
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
設
置
工

事
を
発
注
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
被
告
職
員
に
対
し
て
明

言
し
て
い
た
も
の
で
あ
り

(A
の
成
年
後
見
人
で
あ
る
弁



護
土
か
ら
の
平
成
一
四
年
四
月
一
六
日
付
行
政
代
執
行
に

関
す
る
異
議
申
立
書
に
お
い
て
も
、
原
告
が
ブ
ロ
ッ
ク
塀

等
の
設
置
工
事
を
発
注
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い

る
。)、
さ
ら
に
、
原
告
自
身
、
道
路
法
七
十
一
条
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
除
却
命
令
に
つ
い
て
弁
明
の
機
会
が
付
与

さ
れ
て
い
た

(行
政
手
続
法
十
三
条
一
項
)
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
命
令
の
対
象
者
に
つ
い
て
何
ら
の
弁
明
も
せ

ず
、
ま
た
当
該
命
令
･
戒
告

･
代
執
行
令
書
の
各
手
続
の

段
階
に
お
い
て
、
異
議
申
立
て
(道
路
法
九
十
六
条
二
項
、

行
政
不
服
審
査
法
六
条
)
が
で
き
る
旨
が
教
示
さ
れ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
段
の
異
議
申
立
て
も
な
さ
ず
、

平
成
一
四
年
三
月
二
七
日
付
行
政
代
執
行
に
関
す
る
異
議

申
立
書
に
お
い
て
初
め
て
、
A
に
対
し
て
代
執
行
令
書
が

送
達
さ
れ
て
い
な
い
旨
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の

で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
ブ
ロ
ッ
ク

塀
等
の
設
置
行
為
を
行
っ
た
者
が
原
告
で
あ
る
と
し
て
、

被
告
が
原
告
に
対
し
て
戒
告
等
を
行
い
、
A
に
戒
告
な
い

し
通
知
を
行
わ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
何
ら
違
法
･
違
憲

で
は
な
い
。

回

そ
の
他

仮
に
本
件
代
執
行
が
違
法
で
あ
り
無
効
で
あ
る
と
し
て

も
、
そ
の
こ
と
で
直
ち
に
、
原
告
が
本
件
代
執
行
に
よ
っ

て
失
っ
た
土
地
の
占
有
を
回
復
す
べ
き
こ
と
を
被
告
に
請

求
し
う
る
実
体
法
上
の
根
拠
は
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
る
。

亘

裁
判
所
の
判
断

主

文
原
告
の
請
求
を
棄
却
す
る
。

ー

請
求
原
因
に
つ
い
て

の

請
求
原
因
国
に
つ
い
て

ア

ア
の
う
ち
、
本
件
土
地
が
旧
乙
丁
目
一
番
二
の
土

地
に
含
ま
れ
る
土
地
の
…
部
で
あ
っ
た
こ
と
を
除
く

そ
の
余
の
事
実
は
当
事
者
間
で
は
争
い
が
な
い
。

イ

イ

･
ウ
に
つ
い
て

イ
の
う
ち
平
成
一
三
年
一
二
月
ま
で
本
件
土
地
上

に
本
件
建
物

(正
確
に
は
本
件
建
物
の
一
部
)
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
、
ウ
オ
の
う
ち
A
が
平
成
三
一年

一
月
一
日
に
地
下
鉄
の
駅
ホ
ー
ム
か
ら
転
落
す
る
事

故
に
よ
っ
て
重
傷
を
負
い
、
弁
護
士
が
A
の
成
年
後

見
人
に
就
任
し
た
こ
と
は
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
。

ま
た
、
証
拠
及
び
弁
論
の
全
趣
旨
を
総
合
す
る
と
、

旧
乙
丁
目
一
番
二
の
土
地
に
つ
い
て
、
昭
和
五
三
年

九
月
二
四
日
付
け
売
買
を
原
因
と
し
て
B

(原
告
の

祖
父
)
に
所
有
権
が
移
転
さ
れ
、
次
い
で
昭
和
五
七

年
五
月
一
五
日
付
け
相
続
を
原
因
と
し
て
C

(原
告

の
父
)
に
所
有
権
が
移
転
さ
れ
た
こ
と
、
本
件
土
地

は
、
本
件
建
物
の
敷
地
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
、
原

告
の
父
で
あ
っ
た
C
が
か
つ
て
本
件
建
物
を
所
有
し

て
い
た
こ
と
、
C
が
死
亡
し
、
旧
乙
丁
目

一
番
二
の

土
地
及
び
本
件
建
物
に
つ
き
平
成

=
年
四
月
三
〇

日
に
所
有
権
更
正
登
記
申
請
が
行
わ
れ
、
A
持
分
六

分
の
五
、
D
持
分
六
分
の
一
の
登
記
が
経
由
さ
れ
た

こ
と
、
し
か
し
、
旧
乙
丁
目

一
番
二
の
土
地
に
つ
い

て
は
起
業
者
で
あ
る
被
告
の
承
諾
が
な
い
と
し
て
所

有
権
更
正
手
続
を
も
っ
て
対
抗
で
き
な
い
と
し
、
A

が
二
分
の
一
、
そ
の
余
の
相
続
人

(原
告
も
含
む
。)

が
各
六
分
の
一
ず
つ
の
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
と

の
裁
決
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
各
事
実
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
原
告
主
張
の
遺
産
分
割
が

成
立
し
た
こ
と
、
原
告
が
、
本
件
土
地
の
管
理
、
保

全
に
関
し
て
、
A
、
弁
護
士
の
代
理
、
代
行
者
で
あ

る
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
的
確
な
証
拠
は
な
い
。

ウ

エ
の
う
ち
、乙
丁
目
一
番
八
が
収
用
さ
れ
た
こ
と
、

平
成
一
三
年
一
二
月
に
本
件
建
物
が
除
却
さ
れ
た
こ

と
、
被
告
が
原
告
ら
に
お
い
て
本
件
建
物
に
よ
り
本

件
土
地
を
不
法
占
拠
し
て
い
る
と
し
て
そ
の
解
決
を

一
貫
し
て
求
め
て
き
た
こ
と
は
、
当
事
者
間
に
争
い

が
な
い
。

エ

オ
の
う
ち
、
本
件
土
地
上
に
ブ
ロ
ッ
ク
塀
及
び
ス

チ
ー
ル
製
パ
ネ
ル
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
当
事
者
間

に
争
い
が
な
い
。

②

同
②
に
つ
い
て

同
②
の
う
ち
、
被
告
が
平
成
-
四
年
三
月
八
日
付
文
書

を
も
っ
て
原
告
に
対
し
、
前
記
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
物
件

除
去
を
な
す
べ
き
戒
告
を
行
い
、
平
成
一
四
年
三
月
二
五

日
付

｢代
執
行
令
書
｣
で
も
っ
て
本
件
代
執
行
を
な
す
旨
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通
知
し
、
平
成
一
四
年
三
月
二
八
日
、
本
件
代
執
行
を
行

っ
た
こ
と
は
、
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
。

2

判
断

㈲

原
告
に
は
本
件
土
地
の
占
有
が
あ
る
の
か

本
件
土
地
が
旧
乙
丁
目
一
番
二
の
土
地
の
一
部
で
あ
っ

た

(原
告
主
張
)
の
か
こ
れ
に
隣
接
す
る
道
路
の
一
部
で

あ
っ
た

(被
告
主
張
)
の
か
に
つ
い
て
は
、
原
告
と
被
告

と
の
間
で
争
い
が
あ
る
が
、
本
件
土
地
上
に
本
件
建
物
の

一
部
が
建

っ
て
い
た
こ
と
は
争
い
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

本
件
建
物
の
所
有
者
が
、
本
件
土
地
を
占
有
し
て
い
た
と

い
え
る
。

上
記
認
定
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
C
が
本
件
建
物
の
所
有

権
を
有
し
、
し
た
が
っ
て
そ
の
敷
地
の
一
部
で
あ
る
本
件

土
地
の
占
有
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。
C
に
つ
い
て
相

続
人
間
で
遺
産
分
割
の
協
議
が
成
立
し
た
と
は
認
め
ら
れ

ず
、
相
続
人
は
法
定
相
続
分
に
従
っ
て
本
件
建
物
の
所
有

権
を
取
得
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
原
告
は
本

件
建
物
の
六
分
の
一
の
持
分
を
相
続
に
よ
り
取
得
し
、
こ

れ
に
伴
い
本
件
建
物
の
敷
地
の
一
部
で
あ
る
本
件
土
地
に

つ
い
て
の
占
有
を
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
上
記
認
定
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
本
件
建
物
の
所

有
権
に
つ
き
A
持
分
六
分
の
五
、
D
持
分
六
分
の
一
の
更

正
登
記
が
経
由
さ
れ
て
お
り
、
原
告
は
、
遅
く
と
も
更
正

登
記
の
申
請
を
し
た
平
成
三

年
四
月
三
0
日
に
は
本
件

建
物
の
所
有
者
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
う

す
る
と
、
原
告
は
、
本
件
土
地
の
占
有
を
失
っ
た
と
い
え

る
か
ら
、
占
有
権
に
基
づ
く
原
告
の
本
件
請
求
は
理
由
が

な
い
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
原
告
は
、
本
件
土
地
が
旧
乙
丁
目
一
番
二
の
土

地
の
一
部
で
あ
っ
た
旨
の
主
張
を
し
て
お
り
、
上
記
認
定

し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
旧
乙
丁
目

一
番
二
の
土
地
に
つ
い
て

は
、
な
お
A
が
二
分
の
一
、
そ
の
余
の
相
続
人

(原
告
も

含
む
。)
が
各
六
分
の
一
ず
つ
の
共
有
で
あ
る
と
解
す
る

余
地
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
仮
に
、
本
件
土
地
に
つ
い
て
も
、

原
告
が
な
お
六
分
の
一
の
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
と
す

れ
ば
、
本
件
土
地
に
つ
い
て
の
占
有
も
な
お
原
告
が
有
し

て
い
た
と
す
る
余
地
が
あ
り
得
る
。
そ
し
て
、
上
記
認
定

し
た
よ
う
に
、
本
件
建
物
が
解
体
さ
れ
た
後
、
わ
ず
か
の

間
に
、
原
告
が
本
件
土
地
上
に
上
記
認
定
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀

や
パ
ネ
ル
を
設
置
し
た
。
こ
の
よ
う
な
経
過
か
ら
す
る
と
、

原
告
が
、
本
件
土
地
の
占
有
を
有
し
て
い
る
と
す
る
余
地

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
念
の
た
め
に
、
原
告

が
、
本
件
土
地
の
占
有
を
有
し
て
い
る
と
仮
定
し
て
、
被

告
が
本
件
土
地
の
占
有
を
侵
奪
し
た
と
い
え
る
か
ど
う
か

に
つ
き
検
討
す
る
。

②

被
告
の
本
件
代
執
行
が
優
奪
と
い
え
る
か
ど
う
か

占
有
回
収
の
訴
え
は
、
物
の
占
有
者
が
他
人
の
私
力
に

よ
っ
て
占
有
を
奪
わ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
奪
っ
た
者
か
ら

そ
の
物
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
を
認
め
た
制
度
で
あ
る

か
ら
権
限
の
あ
る
行
政
機
関
に
よ
り
そ
の
行
為
と
し
て
物

の
占
有
を
強
制
的
に
解
か
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
上
記

行
為
が
著
し
く
違
法
性
を
帯
び
て
も
は
や
社
会
的
に
公
認

さ
れ
た
行
政
機
関
と
し
て
の
行
為
と
認
め
る
に
耐
え
ら
れ

な
い
場
合
、
換
言
す
れ
ば
外
観
上
も
私
人
の
私
力
の
行
使

;首"〒ヤ つnn7 4 4 7

と
同
視
し
う
る
よ
う
な
場
合
を
除
い
て
は
、
行
政
手
続
上

の
救
済
を
求
め
又
は
実
体
法
上
の
権
利
に
基
づ
く
請
求
を

な
し
う
る
こ
と
は
格
別
、
占
有
回
収
の
訴
え
に
よ
っ
て
そ

の
物
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

被
告
は
、
本
件
代
執
行
を
行
う
に
つ
い
て
は
、
上
記
三

3
印
の
事
実
経
過
を
踏
ま
え
て
、
本
件
代
執
行
を
行
っ
て

お
り
、
外
観
上
私
人
の
私
力
の
行
使
と
同
視
で
き
る
よ
う
な

も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
原
告

は
、
仮
に
本
件
土
地
に
つ
い
て
の
占
有
を
有
し
て
い
る
と
し

て
も
、
占
有
回
収
の
訴
え
に
よ
っ
て
は
本
件
土
地
の
返
還
を

請
求
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
原
告
は
、
本
件
土
地
の
主
た
る
占
有
者
で
あ
る

A
に
何
ら
戒
告
も
通
知
も
な
さ
ず
に
本
件
代
執
行
を
行
っ

た
こ
と
が
、
違
法
、
違
憲
で
あ
る
旨
主
張
し
て
い
る
。
し

か
し
、
本
件
土
地
に
上
記
認
定
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
や
パ
ネ
ル

を
設
置
し
た
の
は
、
原
告
で
あ
る
か
ら
、
A
に
対
し
て
本

件
代
執
行
に
至
る
ま
で
の
手
続
を
経
る
必
要
は
な
く
こ
の

点
に
関
す
る
原
告
の
主
張
は
理
由
が
な
い
。

3

結
論

よ
っ
て
、
原
告
の
請
求
は
理
由
が
な
い
か
ら
棄
却
す
る

こ
と
と
し
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。



別表 本件代執行に至る事実経過【被告の主張】

平成13年
12月10ロ

12月21日

12月25日

12月26 R

12月27日

12月28日

平成14年

1月 4 日

1月 8 日

1月 9 日

1 月15日

1 月21日

1 月22 R

1 月23日

1 月24日

1 月27日

2月 5 日

2月 6 R

2 月12日

平成10年12月10日に分筆される前の旧乙丁目 l番 2の土地 tの建物 (以下、原告の主張する ｢本件建
物｣ と思料されるので以下においては ｢本件建物｣ という。) に養生シートが設置されていることを
被告大阪市建設局用地部審査課職員が確認する。

本件建物の解体工事がほぼ完了していることを建設局用地部北部方面用地課職員が確認する。

本件建物は解体収去されており、 旧乙丁目 1番 2の土地から分筆された被告所有の大阪市中区乙丁目
l番 8宅地公簿 ･実測面積52.18 nrの明示を行うため、 建設局用地部北部方面用地課から依頼を受け
た同局管理部測量明示課が測量を行おうとするのを、原告が測量器具を蹴るなどして妨害する。また、
旧乙丁目 1番 2の土地の東側に隣接する大阪市道大淀区第94号線 (以下 ｢市道94号線｣ という。) 上
の土地 (以下 ｢本件道路用地｣ という。) 上にコンクリートブロック塀の建築が開始されているのを
発見し、同部路放課職員が工事請負業者に対して工事の中止をn 頭で、勧告した。

コンクリートブロック塀が完成しているのを職員が発見する。 原告は現場でツルハシを持って立って

おり、現場の写真も取れない状況である。

コンクリートブロック塀のほか、 パネルも設置されようとしているので、 これらの物件に除却勧告文

を貼り付ける。パネル設置作業中の工事請負業者に、 施主は誰かと尋ねたところ、呼び出された原告
が現場に現れ、除却勧告文を剥がす。

現場の通行安全確保のため、視線誘導標識をlロ乙丁目 l番 2の土地の南東側に設置する。

視線誘導標識が無断で撤去されているのを発見する。

視線誘導標識を再度設置する。

視線誘導標識が再度、無断で撤去されているのを発見する。

原告に対して、コンクリートブロック塀、パネル、 鉄板を除却すべき旨の除去勧告文を郵送する (内
容証明かつ配達証明) なお、 送達先については、平成13年12月27月にどこあてにすべきか原告本人
に尋ねたところ、 明確に答えず、 弁護土に聞くようにとのことのことであったので、 弁護士に照会の
上、回答を受けた住所 (以下 ｢原告居所｣ という。) をあて先とした。

コンクリートブロック塀及びパネルに除却勧告文貼り付け。

原告が前日付け上記除却勧告文を剥がす。

コンクリートブロック塀及びパネルに除却勧告文貼り付け。

原告に対して原告居所あてで弁明機会付与通知書を郵送する (内容証明かつ配達証明)。

原告が平成14年 l月23日付け上記除却勧告文を剥がす。

平成14年 l月24日付けで原告居所にあてて郵送した弁明機会付与通知書が、本人不在のため局留めと
なっていたが、 受け取りに来ないため返送される。

原告居所あてで弁明機会付与通知書を再度郵送する (内容証明、 配達証明)。 併せて、職員が同通知
書を原告居所に持参する (不在のため扉の郵便受けに差し置く)。

大阪中央郵便局第 2集配営業課から建設局管理部路政課に電話連絡が入る。内容は以下のとおり。
①内容証明郵便を平成14年 2月 8 月に原告居所に配達したが、原告本人が運転免許証を配達人に提示
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2 月13日

2 月15日

2 月19口

2 月25日

2 月26日

3月 8 日

3月 9 日

3 月25日

3 月26日

し、 ｢自分の住所は甲区乙丁目 9番15号であるので、 そちらへ配達せよ。｣ と言い、受け取りを拒否
した。

②その際、原告は、 平成14年 2月 6 日に職員が差し置いた弁明機会付与通知書を配達人に提示し、郵
便法に反するから持ち帰るよう命じた。

上記配達人が持ち帰った平成14年 2月 6日付けの弁明機会付与通知書を再度、職員が原告居所に持参
する (不在のため扉の郵便受けに差し置く。)。
旧乙丁目 1番 2の土地の現況を確認する。大阪市道豊崎鷺莎著l線 (大阪都市計画道路北野都島線) の道
路上の電柱 2本にトラロープを渡し、 それに原告の姓が書かれた慢幕が張られているほか、コンクリ
ートブロック塀及びパネルに張り紙が 6 ヵ所されていた。

原告が弁明機会付与通知書を持参して被告大阪市市長室秘書課に来庁。弁明機会付与通知書と郵便局
の郵便物保管通知書 (あて先の住所を甲区乙丁目 9番15号に書き直したもの) を残して立ち去る。 な
お、この住所は本件建物の住居表示である。

平成14年 2月 6 日付けで原告居所にあてて郵送した弁明機会付与通知書が大阪中央郵便局から返送さ
れる (甲区乙丁目 9番15号に転送されたが、 保管期間を過ぎたため、 差出人に返送されたもの。)。

原告居所あてで無断占用物件除却命令書を郵送 (内容証明かっ配達証明)。 併せて、 同除却命令書を
職員が原告居所に持参する (不在のため扉の郵便受けに差し置く。)。

原告が被告大阪市の本庁舎に上記除却命令書を持参して来庁。上記除却命令書を市長室秘書課に置い
て立ち去る。

原告居所あてで戒告書を郵送 (内容証明かつ配達証明)。 併せて、 戒告書を職員が原告居所に持参
(不在のため扉の郵便受けに差し置く。)。 平成14年 2月25日付けで原告居所にあてて郵送した無断占
用物件除却命令書が大阪中央郵便局から返送される。

原告が被告大阪市の本庁舎に現れ、 前日原告居所に職員が差し置いた戒告書のコピーを正面玄関に貼
りf桝ナる。

原告居所あてで代執行令書を郵送する (内容証明、 配達証明)。また、 甲区乙丁目 9番15号にも代執
行令書を郵送した (速達) が転居先不明により平成14年 3月26日に建設局に返送された。

代執行令書を職員が原告居所に持参する (不在のため扉の郵便受けに差し置く。)。

3 月28日 本件代執行

都市計画道路線

　　　　　　　　　　　.-、･.

/ 〆

別図
旧地番大阪市甲区乙丁目 1番 2宅地 1 17.6 5 幅の内、 図面斜線部分 (①《②火③④人命火③入の人⑨入⑨入①を順次直線で

結んだ線で囲まれた部分) 約 2 1,1 5 nゞ

　　　　　 　　　　　 　　

道路明示線⑦




